
７
広報いの　1月号

国の税制改正により  
平 成 1 9 年 か ら 所得税・住民税が  
大きく変わります  

　

国
民
年
金
・
厚
生
年
金
保
険
お

よ
び
共
済
組
合
な
ど
か
ら
支
給
さ

れ
る
老
齢
又
は
退
職
を
支
給
事
由

と
す
る
年
金
は
、
所
得
税
法
上

「
雑
所
得
」と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、

課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
で

は
、
老
齢
年
金
の
受
給
者
全
員
に

「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」

を
送
付
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す（
毎
年
１
月
下
旬
）。

　

こ
の
「
源
泉
徴
収
票
」
に
は
、

平
成　

年
中
に
支
払
わ
れ
た
年
金

１８

の
総
額
、
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ

た
介
護
保
険
料
の
金
額
、
源
泉
徴

収
税
額
及
び
控
除
内
容
な
ど
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

確
定
申
告
の
際
に
は
、こ
の「
源

泉
徴
収
票
」が
必
要
で
す
の
で
、大

切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

万
が
一
紛
失
さ
れ
た
場
合
は
、

お
近
く
の
社
会
保
険
事
務
所
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金

に
つ
き
ま
し
て
は
、
課
税
の
対
象

と
な
っ
て
い
な
い
た
め
「
源
泉
徴

収
票
」
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

成
人
式
を
迎
え
ら
れ
た
み
な
さ

ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　

歳
に
な
る
と
み
ん
な
「
国
民

２０
年
金
」
に
加
入
し
な
い
と
い
け
な

い
こ
と
、
ご
存
じ
で
す
か
？
「
国

民
年
金
」
は
、
老
後
は
も
ち
ろ
ん

病
気
や
ケ
ガ
な
ど
で
収
入
が
と
だ

え
て
も
、
誰
も
が
安
心
し
た
生
活

を
送
れ
る
よ
う
に
社
会
全
体
で
支

え
合
う
制
度
で
す
。

　
　

歳
に
な
る
と
、
ま
ず
年
金
手

２０
帳
と
納
付
案
内
書
が
送
ら
れ
て
き

ま
す
。
そ
の
年
金
手
帳
に
記
載
さ

れ
た
基
礎
年
金
番
号
は
、
年
金
を

受
給
す
る
と
き
は
も
ち
ろ
ん
、
会

社
に
就
職
す
る
と
き
な
ど
一
生
涯

使
い
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。

　
「
国
民
年
金
」
は
、
学
生
の
皆
さ

ま
に
も
保
険
料
の
納
付
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、「
学
生
納

付
特
例
制
度
」
を
ご
利
用
い
た
だ

く
と
、
在
学
期
間
中
の
保
険
料
を

社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
学
生
以
外
の　

歳
台
の

２０

方
に
は
、
本
人
及
び
配
偶
者
の
前

年
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合

に
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」
が

あ
り
ま
す
。

　

い
ず
れ
の
制
度
も
、
お
住
ま
い

の
市
町
村
役
場
・
国
民
年
金
担
当

窓
口
に
て
受
け
付
け
て
お
り
ま
す

の
で
、
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
年
金
相
談
の
受
付
時
間
延
長

　

１
月
９
日（
火
）は
、
県
内
４
つ

の
社
会
保
険
事
務
所
で
、
年
金
相

談
の
受
付
時
間
を　

時
ま
で
延
長

１９

し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、高
知
東
社
会
保
険
事
務

所
で
は
、１
月　

日（
月
）・　

日

１５

２２

（
月
）・　

日（
月
）に
つ
き
ま
し
て

２９

も
年
金
相
談
の
受
付
時
間
を　

時
１９

ま
で
延
長
し
て
い
ま
す
。

○
第
２
土
曜
日
は
年
金
相
談
日

　

１
月　

日（
土
）は
、
県
内
４
つ

１３

の
社
会
保
険
事
務
所
で
、
９
時　
３０

分
か
ら　

時
ま
で
年
金
相
談
を

１６

行
っ
て
い
ま
す
。

　

通
常
よ
り
混
雑
も
少
な
い
で
す

の
で
、
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

○
年
金
相
談
の
予
約

　

県
内
の
社
会
保
険
事
務
所
で

は
、
第
２
土
曜
日
、
時
間
外
年
金

相
談
の
日
に
つ
き
ま
し
て
は
、
１

か
月
前
か
ら
電
話
に
よ
る
予
約
を

受
け
付
け
し
て
い
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

高
知
西
社
会
保
険
事
務
所
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最
近
、
保
健
所
の
許
可
な
く
個

人
墓
地
を
設
置
す
る
事
案
が
増
え

て
い
ま
す
が
、
設
置
の
際
に
は

「
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法

律
」、「
高
知
県
墓
地
、
埋
葬
等
に

関
す
る
法
律
施
行
条
例
」
に
よ
り

県
知
事（
保
健
所
）の
許
可
を
得
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
改
葬
（
埋
葬
し
た
お
骨

を
他
の
墳
墓
に
移
す
こ
と
）
の
際

に
も
町
長
の
許
可
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

　

個
人
墓
地
設
置
、
改
葬
を
お
考

え
の
方
は
、
事
前
に
環
境
課
又
は

中
央
西
福
祉
保
健
所
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

環
境
課
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中
央
西
福
祉
保
健
所
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だ
よ
り 

国
民
年
金 

お知らせ
「　

歳
に
な
っ
た
ら

２０

国
民
年
金
」

お知らせ

休
日
・
時
間
外

年
金
相
談
の
お
知
ら
せ

（
１
月
）

お知らせ
「
平
成　

年
分

１８
公
的
年
金
等
の

源
泉
徴
収
票
」

が
送
付
さ
れ
ま
す

お知らせ

個
人
墓
地
設
置
・
改
葬

の
際
は
保
健
所
又
は
町

の
許
可
が
必
要
で
す


